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   令和５年 ５月 ８日 

宿泊施設職員を対象とした防火管理研修の実施について 

 

令和５年５月８日（月）に、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが２類相当から

５類感染症に移行いたしました。 

これに伴い、国内旅行者及び海外からの渡航者の増加が見込まれ、国内宿泊施設において

も宿泊者の増加が見込まれます。大津市北消防署におきましてもコロナ禍の中で直接の防

火指導を自粛しておりましたが、より一層宿泊施設との連携を密にし、防火に努めて参りた

いと考えております。これに係る「防火管理研修会」を下記のとおり行いますので、お知ら

せします。 

 

記 

１ 実施日時 

  令和５年５月１１日（木）１０時００分から１２時００分まで 

２ 実施場所   

  大津市真野二丁目２３番１号 北部地域総合消防防災センター（大津市北消防署３階） 

３ 参加機関 

  管内宿泊施設（防火管理者が必要な施設） 

４ 内容（詳細は別添「実施要領」を参照ください） 

 大津市北消防署管内の宿泊施設の防火管理に携わる職員を対象に、火災発生時の初期

消火、避難誘導、防火設備等を学び、体験していただくことで防火管理の重要性を再認識

していただくとともに、火災対応の知識、技能の向上を図ることを目的といたします。 

 

お問い合わせ先 

担当者 北消防署消防第１課 担当： 粟津 裕貴 

連絡先 077-572-0119 内線     ― 

総合計画 

位置付け 

基本 

方針 

基本 

政策 
施策 

取組の 

方向性 

主な 

取組 

3 9 23 １ 3 

（研修内容のイメージです） 


